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会  議  録  

会議の名称  令和 7 年度  第 2 回  おいらせ町国民健康保険運営協議会  

日   時  令和 7 年 8 月 22 日（金曜日）  午後 3 時 00 分から午後 3 時 25 分まで 

場   所  おいらせ町立東公民館   2 階  会議室  

会議公開  
■全部公開   □一部非公開   □全部非公開  

※非公開理由（                            ）  

出席者等  

委  員  

【出席者】（９人）  

（会長）  立花  國雄  （会長職務代行者）近藤  隆衛  

（委員）  奈良康乃、磯嶋泰、石田正実、後村誠、堤克人  

苫米地光雄、福原仁一  

【欠席者】（0 人）  

事務局  

【健康保険課】  

課長  鈴木  政康  

【税務課】  

 課長  堤雅之、課長補佐  中野明、主任主査  天間広規  

傍聴者数   0 名   

   

議題等  

日程１  会期の決定について 

日程２  議事録署名人の選任について 

日程３  議案審議  

報告第１号  令和６年度おいらせ町国民健康保険税収納状況について 

報告第２号  令和６年度おいらせ町国民健康保険特別会計決算について  

議案第１号  令和７年度おいらせ町国民健康保険特別会計補正予算（案）について 

 

事務局  

（健康保険課鈴木課長）  

これから令和７年度第２回国民健康保険運営協議会を開催します。 

（修礼）  

開会にあたりまして、会長からご挨拶お願いします。 

会長  全国的に猛暑、大雨など災害がおきています。おいらせ町は今のところ

災害は発生していなくてよかったと思っています。まだまだ暑い日が続きま

すので体調に気を付けていただきたい。本日も皆さんの忌憚のないご意見

をよろしくお願いします。 



 
発言者 発言内容 

 

事務局  

（健康保険課鈴木課長）  

ありがとうございました。 

それでは議事に入りますが、先に事務局から報告いたします。堤委員は

遅れてくるということですので、欠席者０名で会議が成立することをご報告

いたします。 

会議の進行につきましては規則により会長が行うこととなっておりますの

で、会長に会議の進行をお願いいたします。 

会長  それでは、議事に入ります。 

日程１、「会期の決定について」、会期を令和７年８月２２日の一日としま

す。よろしくお願いします。 

日程２、「議事録署名者の選任について」は、こちらから指名させていた

だきます。事務局お願いします。 

事務局  

（健康保険課鈴木課長）  

石田委員と苫米地委員へお願いいたします。 

会長  それでは、次に日程３、「議案審議」に移ります。 

報告第１号令和 6 年度おいらせ町国民健康保険税収納状況について、

事務局から説明お願いします。 

事務局  

（税務課中野課長補佐）  

（報告第１号令和 6 年度おいらせ町国民健康保険税収納状況について

説明）  

会長  ただいまの説明について、質問等ありませんか。 

～なしの声～  

ご質問がないようですので、当案件は承認いただいたものとして次の

案件に移ります。報告第２号令和６年度おいらせ町国民健康保険特別

会計決算について、事務局から説明をお願いします。 

事務局  

（健康保険課鈴木課長）  

（報告第２号令和６年度おいらせ町国民健康保険特別会計決算につ

いて 説明）  

※説明の途中で堤委員到着  

会長  ただいまの説明について、質問等ありませんか。 

～なしの声～  

ご質問がないようですので、当案件もご承認いただいたものとして次

の案件に移ります。議案第１号令和７年度おいらせ町国民健康保険特

別会計補正予算（案）について 、事務局から説明をお願いします。 

事務局  

（健康保険課鈴木課長）  

 （議案第１号令和７年度おいらせ町国民健康保険特別会計補正予算

（案）について 説明）  

会長  ただいまの説明について、質問等ありませんか。 

～なしの声～  



 
発言者 発言内容 

 

ご質問がないようですので、当案件もご承認いただいたものとします。

議案は以上となります。 

それではその他に移ります。その他について事務局から説明をお願い

します。 

事務局  

（健康保険課鈴木課長）  

 （令和７年度資格確認者等の一斉更新について及び、令和７年度上

十三支部国民健康保険運営協議会委員研修会のご案内について  説

明）  

会長  ただいまの説明について、質問等ありませんか。 

堤委員  マイナ保険証に期限はあるのでしょうか。 

事務局  

（健康保険課鈴木課長）  

マイナ保険証に期限はありません。ただしマイナンバーカード本体や IC

チップには有効期限があります。 

堤委員  マイナンバーカードの有効期限が切れると自動で新しいカードが届く

のでしょうか。 

事務局  

（健康保険課鈴木課長）  

いいえ。有効期限が近いことのお知らせが役場から届きます。 

会長  他に質問等ありませんか。 

ご質問がないようですので、以上で本日の案件をすべて終了いたしま

す。 

閉会  午後３時２５分  

 


